
外国証券取引口座約款 新旧対照表 

 

（下線部分改正） 

現行 改正 

（受渡日等） 

第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、

次の各号に定めるところによります。 

（１）            （省  略） 

（２）外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が

申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定

日から起算して４営業日目とします。 

（受渡日等） 

第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、

次の各号に定めるところによります。 

（１）           （現行通り） 

（２）外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が

申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定

日から起算して３営業日目とします。 

 

（契約の解除） 

第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約

は解除されます。 

（１）～（７）  （省  略） 

                （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２               （省  略） 

 

（契約の解除） 

第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約

は解除されます。 

（１）～（７）     （現行通り） 

（８）申込者のいずれの口座においても金銭及び有

価証券の残高がないまま相当な期間が経過し、か

つ、当社がこの約款に基づく取引又はサービスの

提供を停止する措置を取ったとき 

（９）当社が必要と判断し、申込者に情報提供を求

めた場合で、申込者が当社が必要と認める情報提

供を行わなかったとき 

（10）申込者が犯罪による収益等の隠匿又は収受等

に関与したと当社が相当の事由をもって判断し

たとき 

２               （現行通り） 

 
（免責事項） 

第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責さ

れるものとします。 

（１）～（３）   （省  略） 

                （新  設） 

 
 
 

（免責事項） 

第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責さ

れるものとします。 

（１）～（３）     （現行通り） 

（４）この約款又は法令の定めに則って、取引又は

サービスの提供が停止・制限され、もしくは取引

内容が変更され、又は契約が解約されたことによ

る損害 

 

附 則 

この約款は、平成 28年 1月 1日より適用されます。 

 

以 上 

附 則 

この約款は、令和元年 7月 16日より適用されます。 

 

以 上 

 

 


